
外国株券の売買単位に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（売買単位） 

第２条 外国株券（外国投資信託受益証券、

外国投資証券、外国株預託証券、外国証券

信託受益証券及び外国受益証券発行信託の

受益証券を除く。以下同じ。）の売買単位

は、次の各号に定める当該株券の円換算価

格（上場申請日の前２週間以内の日からさ

かのぼって１年間の外国の主たる金融商品

取引所（組織された店頭市場を含む。以下

同じ。）における終値の平均又は気配相場

の平均を上場申請日における東京外国為替

市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物

電信買相場との中値（これによることが適

当でないと当取引所が認めた場合は、当取

引所がその都度指定する外国為替相場）に

より円換算した価格（外国の金融商品取引

所における終値又は気配相場がない外国株

券については、上場申請日から上場日の前

日までの期間に行われた株券の公募（一般

募集による新株の発行をいう。）又は売出

しにおける発行価格又は売出価格等を勘案

して当取引所がその都度定める価格）をい

う。以下同じ。）の区分に従い、当該各号

に定めるところによるものとする。ただ

し、当該株券の発行者の本国における会社

制度等から、当該各号に定める単位による

ことが適当でないと当取引所が認めた場合

は、当取引所がその都度定める単位による

ものとする。 

（売買単位） 

第２条 外国株券（外国投資信託受益証券、

外国投資証券、外国株預託証券、外国証券

信託受益証券及び外国受益証券発行信託の

受益証券を除く。以下同じ。）の売買単位

は、次の各号に定める当該株券の円換算価

格（上場申請日の前２週間以内の日からさ

かのぼって１年間の外国の主たる金融商品

取引所（組織された店頭市場を含む。以下

同じ。）における終値の平均又は気配相場

の平均を上場申請日における東京外国為替

市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物

電信買相場との中値（これによることが適

当でないと当取引所が認めた場合は、当取

引所がその都度指定する外国為替相場）に

より円換算した価格（外国の金融商品取引

所における終値又は気配相場がない外国株

券については、上場申請日から上場日の前

日までの期間に行われた株券の公募（一般

募集による新株の発行をいう。）又は売出

しにおける発行価格又は売出価格等を勘案

して当取引所がその都度定める価格）をい

う。以下同じ。）の区分に従い、当該各号

に定めるところによるものとする。ただ

し、当該株券の発行者の本国における会社

制度等から、当該各号に定める単位による

ことが適当でないと当取引所が認めた場合

は、当取引所がその都度定める単位による

ものとする。 

（１） １００円未満の場合 １，０００

株単位 

（１） ５００円未満の場合 １，０００

株単位 

（２） １００円以上５００円未満の場合

 ５００株単位 

（２） ５００円以上１，０００円未満の

場合 ５００株単位 

（３） ５００円以上５，０００円未満の

場合 １００株単位 

（３） １，０００円以上５，０００円未

満の場合 １００株単位 

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

 

（削る） 

（売買単位の変更） 

第３条 上場銘柄が外国株券である場合にお

いて、当取引所の市場における最近１年間

の終値（最終値段（呼値に関する規則第１

０条の規定により特別気配表示された最終

特別気配値段及び同第１１条の規定により

連続約定気配表示された最終連続約定気配



値段を含む。）をいい、その日に約定値段

（同第１０条の規定により特別気配表示さ

れた特別気配値段を含む。）がない場合

は、呼値の制限値幅に関する規則第４条第

１項第２号の規定により定められた基準値

段をいう。）の平均（以下「終値平均」と

いう。）が次の各号に定める場合に該当す

るときは、当該銘柄の売買単位を、当該各

号に定める単位に変更するものとする。た

だし、当該銘柄の株式の分布状況又は当該

銘柄の株券の発行者の本国における会社制

度等から、当該各号に定める単位に変更す

ることが適当でないと当取引所が認めた場

合は、当該銘柄の売買単位を、当該各号に

定める単位以外の単位に変更し、又は据え

置くものとする。 
 

（１） 売買単位を５００株とする銘柄

（以下「５００株単位銘柄」とい

う。）、売買単位を１００株とする銘柄

（以下「１００株単位銘柄」とい

う。）、売買単位を５０株とする銘柄

（以下「５０株単位銘柄」という。）、

売買単位を１０株とする銘柄（以下「１

０株単位銘柄」という。）又は売買単位

を１株とする銘柄（以下「１株単位銘

柄」という。）の終値平均が２００円未

満の場合 １，０００株単位 
 

（２） 売買単位を１，０００株とする銘

柄（以下「１，０００株単位銘柄」とい

う。）の終値平均が５００円以上１，０

００円未満の場合又は１００株単位銘

柄、５０株単位銘柄、１０株単位銘柄若

しくは１株単位銘柄の終値平均が２００

円以上５００円未満の場合 ５００株単

位 
 

（３） １，０００株単位銘柄若しくは５

００株単位銘柄の終値平均が１，０００

円以上５，０００円未満の場合又は５０

株単位銘柄、１０株単位銘柄若しくは１

株単位銘柄の終値平均が５００円以上

１，０００円未満の場合 １００株単位 
 

（４） １，０００株単位銘柄、５００株

単位銘柄若しくは１００株単位銘柄の終

値平均が５，０００円以上１万円未満の

場合又は１０株単位銘柄若しくは１株単

位銘柄の終値平均が１，０００円以上

５，０００円未満の場合 ５０株単位 
 

（５） １，０００株単位銘柄、５００株

単位銘柄、１００株単位銘柄若しくは５



０株単位銘柄の終値平均が１万円以上５

万円未満の場合又は１株単位銘柄の終値

平均が５，０００円以上３万円未満の場

合 １０株単位 
 

（６） １，０００株単位銘柄、５００株

単位銘柄、１００株単位銘柄、５０株単

位銘柄又は１０株単位銘柄の終値平均が

５万円以上の場合 １株単位 
 

２ 上場銘柄が外国投資信託受益証券等であ

る場合において、終値平均が次の各号に定

める場合に該当するときは、当該銘柄の売

買単位を、当該各号に定める単位に変更す

るものとする。ただし、当該銘柄の流通状

況又は当該銘柄の発行者の本国における法

制度等から、当該各号に定める単位に変更

することが適当でないと当取引所が認めた

場合は、当該銘柄の売買単位を据え置くも

のとする。 
 

（１） 売買単位を１０口とする銘柄（以

下「１０口単位銘柄」という。）又は売

買単位を１口とする銘柄（以下「１口単

位銘柄」という。）の終値平均が１００

円未満の場合 １００口単位 
 

（２） 売買単位を１００口とする銘柄

（以下「１００口単位銘柄」という。）

の終値平均が５００円以上５，０００円

未満の場合又は１口単位銘柄の終値平均

が１００円以上１，０００円未満の場合

 １０口単位 
 

（３） １００口単位銘柄又は１０口単位

銘柄の終値平均が５，０００円以上の場

合 １口単位 
 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に

掲げる銘柄については、当該各号に定める

ところによるものとする。 
 

（１） 上場後２か年以上経過していない

銘柄（次号に掲げる銘柄を除く。）又は

直前２か年以内に売買単位の変更が行わ

れている銘柄 

売買単位の変更を行わない。 
 

（２） 上場期間が１か年以上２か年未満

の銘柄のうち、上場の時に国内の他の金

融商品取引所又は外国の金融商品取引所

において上場又は継続的に取引されてい

ないものであって、当取引所が適当と認

めるもの 

第１項各号に定める場合に該当すると

きは、当該各号に定める単位に変更する

（当該各号に定める単位が、変更前の当



該銘柄の売買単位を下回る場合に限

る。）。 

  

 

（削る） 

（売買単位の変更の時期） 

第４条 前条第１項及び第２項の規定による

売買単位の変更は、次の各号に定めるとこ

ろにより行うものとする。 
 

（１） 変更後の売買単位が従前の売買単

位を下回る場合 

毎年５月（終値平均の算定期間（以下

「算定期間」という。）は前年４月から

３月まで）及び１１月（算定期間は前年

１０月から９月まで） 
 

（２） 変更後の売買単位が従前の売買単

位を上回る場合 

毎年８月（算定期間は前年４月から３

月まで）及び２月（算定期間は前々年１

０月から前年９月まで） 

  

（売買単位の変更） 

第３条 株式の併合若しくは分割が行われる

場合、権利落となる場合又は合併等が行わ

れる場合において、当取引所が必要と認め

るときは、当該併合若しくは分割後、権利

落後又は合併等後の予想価格等を基準とし

て、当取引所が適当と認める日から、売買

単位の変更を行う。 

（株式の併合等に伴う売買単位の変更） 

第５条 前２条の規定にかかわらず、株式の

併合若しくは分割が行われる場合、権利落

となる場合又は合併等が行われる場合にお

いて、当取引所が必要と認めるときは、当

該併合若しくは分割後、権利落後又は合併

等後の予想価格等を基準として、当取引所

が適当と認める日から、売買単位の変更を

行う。 

２ 前項に定めるほか、外国株券及び外国投

資信託受益証券等である上場銘柄に関し

て、円滑な流通を確保する観点から売買単

位当たりの価格が適当でないと当取引所が

認めた場合は、当該銘柄の売買単位を、当

取引所が適当と認める売買単位に、当取引

所が適当と認める日から変更することがで

きる。 

（新設） 

  

（新株及び新株予約権証券の売買単位） 

第４条 第２条及び前条の規定にかかわら

ず、新株及び新株予約権証券の売買単位

は、旧株の売買単位と同一とする。 

（新株及び新株予約権証券の売買単位） 

第６条 第２条から前条までの規定にかかわ

らず、新株及び新株予約権証券の売買単位

は、旧株の売買単位と同一とする。 

  

（準用規定） 

第５条 第２条第１項、第３条及び前条の規

定は、外国株預託証券及び受益証券発行信

託の受益証券（外国株券を信託財産とする

ものに限る。）について準用する。 

（準用規定） 

第７条 第２条第１項、第３条第１項及び第

３項並びに第４条から前条までの規定は、

外国株預託証券及び受益証券発行信託の受

益証券（外国株券を信託財産とするものに

限る。）について準用する。 



  

 

付  則 

この改正規定は、令和２年８月１日から施

行する。 

 

 


